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町長の職務代理について 

 

地方自治法第１５２条第１項の規定により、副町長 南 典昌が町長の職務の代理をしますので 

お知らせします。 

 

 

    １.表示形式 

      かつらぎ町長職務代理者 

      かつらぎ町副町長 南 典昌 

 

    ２.職務代理期間 

      令和６年５月２６日（日）～６月８日（土） 

令和６年５月２２日 

資 料 提 供 

担当課 （室） かつらぎ町 企画公室 

担 当 者 名迫 祐美 

電話 （代表） 0736-22-0300（内線 2003） 


